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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成20年5月22日(2008.5.22)

【公開番号】特開2006-293638(P2006-293638A)
【公開日】平成18年10月26日(2006.10.26)
【年通号数】公開・登録公報2006-042
【出願番号】特願2005-112580(P2005-112580)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/10     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/06     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/12     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   9/445    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  13/10    ３２０Ａ
   Ｇ０６Ｆ   3/06    ３０１Ｈ
   Ｇ０６Ｆ   3/12    　　　Ｃ
   Ｇ０６Ｆ   9/06    ６１０Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成20年4月7日(2008.4.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置と接続するためのインターフェースと、
　自己の周辺装置のためのデバイスドライバを記憶する記憶手段と、
　自己の周辺装置が前記インターフェースを介して前記情報処理装置に接続されると、前
記周辺装置内の所定の記憶領域を前記情報処理装置から読み出し可能に設定する指示を送
信し、さらに、前記情報処理装置の読み出し指示に応じて前記デバイスドライバを前記情
報処理装置に出力する出力手段とを有し、
　前記出力手段は、周辺装置をストレージデバイスとして機能させるために前記情報処理
装置にストレージドライバをセットアップさせるための宣言を前記情報処理装置に対して
出力し、その後に周辺装置内のセットアッププログラムの実行要求に応答して、その周辺
装置のデバイスドライバを情報処理装置に対して出力することを特徴とする周辺装置。
【請求項２】
　さらに、前記デバイスドライバを出力後、前記情報処理装置に前記デバイスドライバを
セットアップさせるための宣言を前記情報処理装置に出力するドライバセットアップ手段
を有することを特徴とする請求項１記載の周辺装置。
【請求項３】
　さらに、セットアップを指示するための操作手段を有し、
　前記ドライバセットアップ手段は、前記セットアップが指示されると、前記セットアッ
プさせるための宣言を前記情報処理装置に出力することを特徴とする請求項２記載の周辺
装置。
【請求項４】
　前記ドライバセットアップ手段は、自己の周辺装置が前記インターフェースを介して前
記情報処理装置に接続されてから所定時間経過後に、前記セットアップさせるための宣言
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を前記情報処理装置に出力することを特徴とする請求項２記載の周辺装置。
【請求項５】
　前記ドライバセットアップ手段は、前記情報処理装置の指示に応じて、前記セットアッ
プさせるための宣言を前記情報処理装置に出力することを特徴とする請求項２記載の周辺
装置。
【請求項６】
　情報処理装置が周辺装置に接続されると、周辺装置からストレージドライバを取得し、
周辺装置をそのストレージドライバを用いてマウントし、マウントされた周辺装置の記憶
領域に存在するデバイスドライバのセットアッププログラムを実行することで、周辺装置
のデバイスドライバを前記情報処理装置から周辺装置に対して送信する送信手段を有する
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
　さらに、前記デバイスドライバを入力後、前記周辺装置からの指示に応じて、前記デバ
イスドライバをセットアップするドライバセットアップ手段を有することを特徴とする請
求項６記載の情報処理装置。
【請求項８】
　自己の周辺装置がインターフェースを介して情報処理装置に接続されると、前記周辺装
置内の所定の記憶領域を前記情報処理装置から読み出し可能に設定する指示を送信する送
信ステップと、
　前記情報処理装置の読み出し指示に応じてデバイスドライバを前記情報処理装置に出力
する出力ステップとを有し、
　前記出力ステップは、周辺装置をストレージデバイスとして機能させるために前記情報
処理装置にストレージドライバをセットアップさせるための宣言を前記情報処理装置に対
して出力し、その後に周辺装置内のセットアッププログラムの実行要求に応答して、その
周辺装置のデバイスドライバを情報処理装置に対して出力することを特徴とする周辺装置
の処理方法。
【請求項９】
　情報処理装置が周辺装置に接続されると、周辺装置からストレージドライバを取得し、
周辺装置をそのストレージドライバを用いてマウントし、マウントされた周辺装置の記憶
領域に存在するデバイスドライバのセットアッププログラムを実行することで、周辺装置
のデバイスドライバを前記情報処理装置から周辺装置に対して送信する送信ステップを有
することを特徴とする情報処理装置の処理方法。
【請求項１０】
　請求項８又は９記載の周辺装置又は情報処理装置の処理方法の各ステップをコンピュー
タに実行させるためのプログラム。
【請求項１１】
　情報処理装置及び周辺装置を有する情報処理システムであって、
　前記周辺装置は、
　前記情報処理装置と接続するための第１のインターフェースと、
　自己の周辺装置のためのデバイスドライバを記憶する記憶手段と、
　自己の周辺装置が前記第１のインターフェースを介して前記情報処理装置に接続される
と、前記周辺装置内の所定の記憶領域を前記情報処理装置から読み出し可能に設定する指
示を送信し、さらに、前記情報処理装置の読み出し指示に応じて前記デバイスドライバを
前記情報処理装置に出力する出力手段とを有し、
　前記出力手段は、前記周辺装置をストレージデバイスとして機能させるために前記情報
処理装置にストレージドライバをセットアップさせるための宣言を前記情報処理装置に対
して出力し、その後に前記周辺装置内のセットアッププログラムの実行要求に応答して、
その周辺装置のデバイスドライバを情報処理装置に対して出力し、
　前記情報処理装置は、
　前記情報処理装置が前記周辺装置に接続されると、前記周辺装置からストレージドライ
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バを取得し、前記周辺装置をそのストレージドライバを用いてマウントし、マウントされ
た周辺装置の記憶領域に存在するデバイスドライバのセットアッププログラムを実行する
ことで、前記周辺装置のデバイスドライバを前記情報処理装置から前記周辺装置に対して
送信する送信手段を有することを特徴とする情報処理システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の周辺装置は、情報処理装置と接続するためのインターフェースと、自己の周辺
装置のためのデバイスドライバを記憶する記憶手段と、自己の周辺装置が前記インターフ
ェースを介して前記情報処理装置に接続されると、前記周辺装置内の所定の記憶領域を前
記情報処理装置から読み出し可能に設定する指示を送信し、さらに、前記情報処理装置の
読み出し指示に応じて前記デバイスドライバを前記情報処理装置に出力する出力手段とを
有し、前記出力手段は、周辺装置をストレージデバイスとして機能させるために前記情報
処理装置にストレージドライバをセットアップさせるための宣言を前記情報処理装置に対
して出力し、その後に周辺装置内のセットアッププログラムの実行要求に応答して、その
周辺装置のデバイスドライバを情報処理装置に対して出力することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の情報処理装置は、情報処理装置が周辺装置に接続されると、周辺装置からスト
レージドライバを取得し、周辺装置をそのストレージドライバを用いてマウントし、マウ
ントされた周辺装置の記憶領域に存在するデバイスドライバのセットアッププログラムを
実行することで、周辺装置のデバイスドライバを前記情報処理装置から周辺装置に対して
送信する送信手段を有することを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の周辺装置の処理方法は、自己の周辺装置がインターフェースを介して情報処理
装置に接続されると、前記周辺装置内の所定の記憶領域を前記情報処理装置から読み出し
可能に設定する指示を送信する送信ステップと、前記情報処理装置の読み出し指示に応じ
てデバイスドライバを前記情報処理装置に出力する出力ステップとを有し、前記出力ステ
ップは、周辺装置をストレージデバイスとして機能させるために前記情報処理装置にスト
レージドライバをセットアップさせるための宣言を前記情報処理装置に対して出力し、そ
の後に周辺装置内のセットアッププログラムの実行要求に応答して、その周辺装置のデバ
イスドライバを情報処理装置に対して出力することを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
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　本発明の情報処理装置の処理方法は、情報処理装置が周辺装置に接続されると、周辺装
置からストレージドライバを取得し、周辺装置をそのストレージドライバを用いてマウン
トし、マウントされた周辺装置の記憶領域に存在するデバイスドライバのセットアッププ
ログラムを実行することで、周辺装置のデバイスドライバを前記情報処理装置から周辺装
置に対して送信する送信ステップを有することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の情報処理システムは、情報処理装置及び周辺装置を有する情報処理システムで
あって、前記周辺装置は、前記情報処理装置と接続するための第１のインターフェースと
、自己の周辺装置のためのデバイスドライバを記憶する記憶手段と、自己の周辺装置が前
記第１のインターフェースを介して前記情報処理装置に接続されると、前記周辺装置内の
所定の記憶領域を前記情報処理装置から読み出し可能に設定する指示を送信し、さらに、
前記情報処理装置の読み出し指示に応じて前記デバイスドライバを前記情報処理装置に出
力する出力手段とを有し、前記出力手段は、前記周辺装置をストレージデバイスとして機
能させるために前記情報処理装置にストレージドライバをセットアップさせるための宣言
を前記情報処理装置に対して出力し、その後に前記周辺装置内のセットアッププログラム
の実行要求に応答して、その周辺装置のデバイスドライバを情報処理装置に対して出力し
、前記情報処理装置は、前記情報処理装置が前記周辺装置に接続されると、前記周辺装置
からストレージドライバを取得し、前記周辺装置をそのストレージドライバを用いてマウ
ントし、マウントされた周辺装置の記憶領域に存在するデバイスドライバのセットアップ
プログラムを実行することで、前記周辺装置のデバイスドライバを前記情報処理装置から
前記周辺装置に対して送信する送信手段を有することを特徴とする。
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